
神奈川区連合町内会自治会連絡協議会 

（令和３年２月定例会） 
          
 

 

 

１ 議題 

 

（１） 令和２年度神奈川区社協会費及び各種募金等の受入状況について                            

【情報提供】（神奈川区社会福祉協議会） 

 

（２） 市営バスの路線再編・ダイヤ改正について（神奈川区）  

【情報提供】（交通局自動車本部路線計画課） 

 

（３） 「横浜水缶」事業終了について 

【情報提供】（水道局サービス推進課） 

 

（４） 新たな劇場整備の検討について  【情報提供】（政策局芸術創造課） 

 

（５） 令和３年度神奈川区家庭防災員研修受講者の推薦及び申込について 

  【推薦依頼】（神奈川消防署総務・予防課） 

 

（６） 横浜ＩＲ（統合型リゾート）について 

【情報提供】（都市整備局ＩＲ推進課） 

 

（７） 広報紙の配布について          【協力依頼】（区政推進課） 

 

（８）民生委員・児童委員及び主任児童委員の推薦及び増員・減員について 

【情報提供】（福祉保健課） 

 

（９）消費生活情報「よこはまくらしナビ」について 

【掲出依頼】（経済局消費経済課） 

 

（10）令和２年度横浜市自治会町内会長永年在職者表彰式について 

【情報提供】（地域振興課） 

 

 

郵送にて書面による依頼・情報提供 



 

（11）神奈川区体育協会の名称変更について  【情報提供】（地域振興課） 

 

（12）自治会町内会副会長等表彰に伴う候補者の推薦について 

              【推薦依頼】（区連会事務局） 

 

 

※（３）・（４）・（５）・（６）・（７）・（８）は市連会からの議題です。 

 

 

 

２ そ の 他 

 

（１）刑法犯・窃盗犯及び交通事故発生状況等について  （神奈川警察署） 

 
（２）火災・救急の状況について            （神奈川消防署） 
 
 
 
 
 
 

≪３月定例スケジュール≫ 
 
・３月区連定例会の開催について            （地域振興課） 

◇日 時：令和３年３月 18日（木）13時 30分～ 

◇場 所：神奈川区役所 本館５階大会議室 

         
 
・３月の配送便について               （地域振興課） 

   ３月の配送便は 25日（木）までに 送付予定です。 

 



 

議  題 

 

１ 令和２年度神奈川区社協会費及び各種募金等の受入状況に   

ついて                   
 

  神奈川区社協でお願いしております、会費や各種募金等の受入状況について報告し 
ます。 
なお、今年度は新型コロナウイルスの影響により、集金等が困難な場合もあるかと 

思われます。可能な範囲でご協力賜りますようお願い申しあげます。 
 

(1)神奈川区社会福祉協議会会費  （令和３年１月３１日現在） 

 実 績 
会費総額 ４，０３５，９５０円 

自治会町内会数 １６８自治会町内会 
 

    (2)①赤い羽根共同募金[一般募金] （令和３年１月３１日現在） 

 実 績 
募金総額 １２，１６６，５９９円 

自治会町内会数 １４８自治会町内会 
 

②年末たすけあい募金     （令和３年１月３１日現在） 

 実 績 
募金総額 １４，２１６，８６５円 

自治会町内会数 １５９自治会町内会 
 

(3)日本赤十字社会費       （令和３年１月３１日現在） 

 実   績 
会 費 総 額 １２，３６４，７５７円 

自治会町内会数 １５１自治会町内会 
 

 

 

※連長までの情報提供です。 
 

 

【問合せ先】 

神奈川区社会福祉協議会 担当：松本・井野・宇田  電話：311-2014  FAX：313-2420 

   

 

 

情報提供 



 

 

２ 市営バスの路線再編・ダイヤ改正について（神奈川区） 

 
 

  令和３年４月１日に、神奈川区内を運行している市営バスのダイヤ改正を実施します。 

つきましては、２月の配送便にて各自治会町内会長様あて資料を１部お送り いたしま

す。 

 

【神奈川区内での変更系統】 

12・36・44・82系統・88系統・ふれあいバスほか  

 

路線バス事業は、ご利用される高齢のお客様が増え利用実態が変化しています。近年 

の少子高齢化に加え、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用人員が前年度

比で約20～30％減が続いており、利用減が継続するものと考えています。このような状

況の中、将来にわたり市営バスネットワークを維持していくためには、バス路線の効率

化を図り、自主自立の経営を継続していく必要があります。交通局では、今後も市民の

足として市営バスネットワークを維持できるよう、ご利用実態に合わせた便数の増減や

運行区間の見直し等の取り組みを進めています。 

 

 

【問合せ先】 

交通局 自動車本部 路線計画課 担当：長田  電話：671-3195 FAX：322-3912 

 

  

 

３ 「横浜水缶」事業終了について 

 

   水道局では、市民の皆さまの飲料水備蓄を促進することを目的に「横浜水缶」を販売

してきましたが、令和３年３月末をもって水缶販売の事業を終了します。 
 

【販売受付終了日】 

  令和３年２月 28日（日）（お客さまサービスセンターで受付） 

 
 
※連長までの情報提供です。 

 
 

【問合せ先】 

水道局 サービス推進課 担当：小川・多田  電話：671-3073 FAX：212-1168 

 

情報提供 

情報提供 



 

４ 新たな劇場整備の検討について 

 

    観光、賑わいなど経済活力、さらに、次代を担う子どもたちの育成や地域の活性化な

どへの貢献を目指し、本格的な舞台芸術を上演できる劇場整備の検討を進めてきました。 

この度、「横浜市新たな劇場整備検討委員会」より提言をいただきましたのでご報告い

たします。 

    つきましては、２月の配送便にて各自治会町内会長様あて資料を１部お送り いたしま

す。 

   

  

【問合せ先】 

  政策局 芸術創造課 担当：内藤・西嶋  電話 671-4198 FAX 550-3608 

 

 

 

５ 令和３年度神奈川区家庭防災員研修受講者の推薦及び申込  

について                   

 

  令和３年度の家庭防災員研修受講者の推薦及び申込をお願いします。 

 

◇研修受講者の推薦及び申込方法 

   「令和３年度神奈川区家庭防災員研修受講者申込書」を推薦者へ配布し、申込書を

推薦書と合わせてご返送ください。 

◇募集期間 

   令和３年 5月 28日(金)まで 

◇募集要件 

   満 15歳以上で区内在住、かつ自治会・町内会長の推薦を受けていること 

    ※なお、過去の家庭防災員研修修了者も受講可です。 

◇研修受講者の推薦者 

   自治会・町内会長の皆様 

◇推薦書及び申込書の提出期限 

   令和３年 6月４日(金) ※当日投函可 

 

つきましては、２月の配送便にて各自治会町内会長様あて関連書類をお送り いたしま

すので、ご協力をよろしくお願いします。 

 

 

【問合せ先】 

  神奈川消防署 総務・予防課 担当：梅田・青柳・澁谷  電話 316-0119 FAX 316-0119 

 

情報提供 

 

推薦依頼 



 

 

６ 横浜ＩＲ（統合型リゾート）について 

 

今月は、以下の３点についてお知らせいたします。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※連長までの情報提供です。 

 

 

 

【問合せ先】 

  都市整備局 ＩＲ推進課 担当：村上・佐々木  電話 671-4135 FAX 550-3869 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報提供 

 

１ ＩＲ（統合型リゾート）事業説明会について 

  ＩＲ事業説明会のオンライン参加、サテライト会場の申込みを締め切りました

が、当日のライブ配信（You Tube）は申込み不要でご視聴いただけます。また、

緊急事態宣言延長に伴い、第１回～第５回までのサテライト会場は中止します。 

 

２ 横浜特定複合観光施設設置運営事業 実施方針について 

  １月 21日（木）に横浜におけるＩＲ区域の整備の意義及び目標、本事業を実

施する上で必要となる要件や設置運営事業予定者の選定方法などＩＲ区域の整

備の実施方針等を公表するとともに、ＩＲ施設の設置・運営を行おうとする民間

事業者の公募も開始しました。 

 

３ 「横浜ＩＲを考えるシンポジウム」の YouTube横浜市公式チャンネル公開に 

ついて 

  12月 20日に開催しました「横浜ＩＲを考えるシンポジウム」を YouTube横浜

市公式チャンネルで公開しています。なお、インターネット環境がない方向けに、

市民情報センター、各区の図書館で DVDの閲覧・貸出を行っています。 

 
 
 
 
 



 

 

７ 広報紙の配布について 

 

「広報よこはま」等は、区民生活に密接した情報を各世帯にお知らせする広報媒体と

して発行しています。 

令和３年度も、マスクの着用など感染症対策に御配慮のうえ、各世帯への配布に御協

力をよろしくお願いいたします。 

  つきましては、２月の配送便にて各自治会町内会長様あて依頼文を送付します。 

なお、配布員が確保できないなど、毎月の配布業務にお困りの場合は、民間事業者に

よるポスティングへの切替え について、区役所区政推進課広報相談係まで御相談くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

 区政推進課 広報相談係 担当：相原・阿久澤・武田  電話：411-7021 FAX:314-8890 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協力依頼 



 

８ 民生委員・児童委員及び主任児童委員の推薦及び増員・ 

減員について                

 
民生委員・児童委員（以下「民生委員」と記載）の欠員補充については、毎年７月及

び 12月に行っています。 

  つきましては、７月の欠員補充について、下記のとおり各地区推薦準備会及び連合地 
区推薦準備会を開催し、候補者を御推薦いただきますよう、各自治会町内会長の御協力 
をお願いします。 
また、欠員補充のタイミングに合わせて、地区の委員数の増員・減員も行っています。 

今回、以下の２点について該当する場合には、ご対応をお願いいたします。 
 
１ 推薦準備会の開催について 

(１)  該当する自治会町内会長及び地区連合町内会長には別途依頼文及び必要書類を
郵送します。 

(２) ４月 16日（金）までに関係書類を神奈川区役所へご提出ください。 

  
２ 増員・減員について 
  民生委員の増員・減員をお考えの場合、地区民児協とご相談の上、３月 24日(水)
までに福祉保健課までご連絡ください。 

  ※民生委員は 200世帯から 440世帯で１人配置が基準です。 

 
【参 考】 
◇開催していただく推薦準備会 

民生委員：町内会単位の地区推薦準備会 
主任児童委員：連合地区の推薦準備会   

◇開催時期 
令和３年７月１日付け欠員補充  令和３年３月～４月 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

  福祉保健課 運営企画係 担当：小池・山根・岸本  電話 411-7132 FAX 316-7877 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報提供 

 



 

 

９ 消費生活情報「よこはまくらしナビ」について 

 

横浜市消費生活総合センターにおいて毎月作成している、最近の消費者被害等の事例 
等をわかりやすくお伝えするちらし「よこはまくらしナビ」３月号について、２月の配

送便にてお送りいたしますので、掲示板への掲出 をお願いいたします。 

 
 
 
【問合せ先】 

経済局 消費経済課 担当：松崎・若林  電話：671-2584 FAX：664-9533 

 

 

10 令和２年度横浜市自治会町内会長永年在職者表彰式に 

ついて                   

 

横浜市自治会町内会長永年在職者表彰式については、１月区連定例会において、市主

催の表彰式は中止となり、神奈川区において表彰式を行う旨、ご連絡しておりましたが、

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、対象者様宅を個別に訪問して対応すること

とさせていただきます。対象者様には個別にご案内いたします。 

  

【対 象】10年～50年表彰の方 

  

 

 

【問合せ先】 

  地域振興課 担当：壽美・髙橋  電話：411-7086 FAX：323-2502 

 

 

11 神奈川区体育協会の名称変更について 

 
神奈川区体育協会は、令和３年４月１日より協会名を「神奈川区スポーツ協会」に改

称いたします。 
協会名称変更のお知らせ文について、賛助会員である各自治会町内会長様あてに２月

の配送便にてお送り いたします。 

 
 

【問合せ先】 

  地域振興課 担当：井戸川・福島  電話：411-7093 FAX：323-2502 

掲出依頼

 

情報提供 

 

情報提供 



 

 

12 自治会町内会副会長等表彰に伴う候補者の推薦に 

ついて                 
 

  令和３年度の区連会総会の席上にて、自治会町内会副会長等表彰を実施する予定です。 

  つきましては、表彰候補者について各地区取りまとめの上、事務局まで御推薦いただ

きますようお願いします。 

 

 【表彰概要】 

  ◇表彰対象者 

①自治会町内会の副会長で令和３年４月末現在において在職期間が５年に達する者 

②上記に準じる役員（各地区１名程度） 

     （詳細は自治会町内会副会長等永年在職者表彰規定を御参照ください） 

  ◇表 彰 式：令和３年度 区連会総会席上 

         ※日程については別途御案内します。 

  ◇推 薦 方 法：各地区取りまとめの上、推薦書を事務局まで御提出ください。 

  ◇推 薦 期 限：令和３年３月18日（木） 

 

 

※連長までの依頼事項です。 

 

 

 【問合せ先】 

  区連会事務局（地域振興課内）担当：壽美・段  電話：411-7086 FAX：323-2502 

 

 

 

 

 

 

そ の 他 

 
 
（１）刑法犯・窃盗犯及び交通事故発生状況等について  （神奈川警察署） 
 
（２）火災・救急の状況について            （神奈川消防署） 
 
 

報告事項 

 

推薦依頼 

 


